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自転車の安全利用の促進

～５月は自転車マナーアップ強化月間～

５月１日から５月３１日までの間は自転車のマナー
アップ月間となります。
本年４月１日から、１６歳以上の自転車運転者によ

る交通違反を対象に交通反則通告制度（青切符）が
導入されました。
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車

道左側を通行するのが原則です。

自転車マナーアップ強化月間の期間
令和８年５月１日（金）から５月３１日（日）
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７０歳以上の方（更新期間満了
日における年齢）の免許証等の更
新は、事前に高齢者講習等を受講
しておく必要があります。

検査通知書が届いたら、
すぐ予約！！

「ヘルメット 命のお守り 忘れずに」
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